
議案第１７号 

 

令和７年度変更協定の締結について 

 

次のとおり令和７年度変更協定を締結するため、つくばみらい市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成１８年つくばみらい市条例第３８号）第

２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 名 称  高速自動車国道常磐自動車道つくばみらいスマートインターチェ

ンジ建設事業の施行に関する令和７年度協定 

 

２ 協 定 金 額  当初協定金額 

金１，５０１，８６０，３２１円 

内訳 東日本高速道路株式会社 １，２１２，９２５，４０２円 

つくばみらい市       ２８８，９３４，９１９円 

変更後協定金額 

金２，１５２，２４９，６６５円 

内訳 東日本高速道路株式会社 １，７５６，９５４，６２８円 

つくばみらい市       ３９５，２９５，０３７円 

 

３ 協定の相手方  茨城県つくば市みどりの中央８番地１ 

東日本高速道路株式会社関東支社つくば工事事務所 

所長 池田 浩基 

 

令和８年２月２５日提出 

 

つくばみらい市長 小 田 川  浩  印 

 

 

提案理由 

高速自動車国道常磐自動車道つくばみらいスマートインターチェンジ建設事業の施

行に関する令和７年度変更協定を締結するにあたり、議会の議決を求めるものです。 
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